
（様式第２号） 

年  月  日 
 

 岡山県知事 殿 

氏 名       
 

新規就農研修事業（農業体験研修事業）申請書 

 

 就農促進トータルサポート事業実施要領第４の１の農業体験研修事業を受けたい
ので、健康診断書（別紙２－１）及び岡山県新規就農研修に係る注意事項確認書（別
紙２-２）を添付して申請します。 

記 

１ 氏名等 

ふりがな 性 別 

写 真 

タテ  ヨコ 

４㎝×３㎝  

氏 名  

生年月日       年  月  日 （満  歳） 

出身都道府県 

現住所（〒   －    ） 

 

携帯電話 

メールアドレス 

帰省先（〒   －    ） 

 

電話※帰省先が現住所と同じ場合は、緊急連絡先として上記携帯電話番号以外を記入する 

 
２ 家族構成（本人を除く） 

氏 名 続柄 年齢 同居・別居の別 職 業 備 考 

      

      

      

      

      

 



３ 学歴等 

最
終
学
歴 

中 学 校 
卒業 

高等学校     科           年   月 
中退 

大 学    学部     学科 

区分 年 月 ～ 年 月 会社名・研修先・資格・免許等 

職

歴 

 
～ 

 
 
 
 
 
 
 

現在 

 

農業法人等への勤務歴   □あり   □なし 

農
業
研
修

等 

 
～ 

 

資
格
・
免
許 

  

 

４ 農業経営等の検討状況について 

家族の同意 
１．作業に協力意向  ２．就農に賛成  ３．就農に反対 
４．その他（                          ） 

就農後の労働力 人数   人 （ 本人 、   、   、   ）※続柄を記入 

自己資金 １．未検討  ２．具体的な額（   百万円） 

借入金の有無 □あり   □なし   ※概ね総額50万円以上の場合に記載 

農地の保有 

□自己所有あり  □賃借あり □相続見込みあり □なし 
ありの場合は面積・所在地・地目等を記入 

 

機械・施設の保有 

□自己所有あり  □賃借あり □相続見込みあり □なし 
ありの場合は具体的に記入 

 

※該当するチェックボックスに☑を入れること。 

 

 

 



５ 体験研修についての検討状況 

（１）研修希望地及び品目 
市町村名（          ）  品目（            ） 
※品目：トマト、もも等、研修生の受入見込一覧表に記載されている品目を記入 

 
個別相談、受入産地等の訪問について 

①個別相談 
※管轄の県民局

担当者又は市町

村担当者と実施

すること 

日付:   年  月  日   場所： 

 

対応者:所属          氏名 

 

 

日付:   年  月  日   場所： 

 

対応者:所属          氏名 

 

 

②受入産地
訪問 

※管轄の県民局

担当者又は市町

村担当者等と実

施すること 

日付:   年  月  日   場所： 

 

対応者:所属          氏名 

 

 

日付:   年  月  日   場所： 

 

対応者:所属          氏名 

 

 

※ 原則、①、②ともに実施してから申請すること 
※ 直近２回について記入 

 
（２）研修希望時期 

 
・第１希望：    年   月～    年   月のうち１か月 
 
・第２希望：    年   月～    年   月のうち１か月 
※研修期間は１か月程度とする 

※研修時期は面接等で受入産地と調整の上決定します 

  



(３)就農及び研修を希望した動機 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            

(４)目標とする農業等について 

品目：              

規模：              a 

所得：             万円 

 

目標とする農業経営等の具体的な内容 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            



（別紙２－１） 

健  康  診  断  書 

住 

 

所 

〒 

氏 

名 
 

生年 

月日 

昭和・平成   年   月   日 

（     歳） 

身 長 ・    ㎝ 

Ｘ 線 

 

（胸  部） 

 

間接撮影・直接撮影 
 

所見 体 重    ・    ㎏ 

腹 囲    ・    cm 

視 力 

左  ・  （  ・   ） 

 

右  ・  （  ・  ） 

既往歴 

 

聴 力 

左 

 

右 

自覚症状 

 

血 圧     ／    mmHg 他覚症状 

 

医師の 

所 見 

 

上 記 の と お り 診 断 し ま す 。 

      年    月    日 

 病 院 名 

 

医  師              印 

 

【特記事項】 
・健康診断に記載された情報は、岡山県が実施する新規就農研修（農業体験研修、農業実務研修）の選

考等に使用するもので、それ以外の目的に使用するものではありません。 
・申請日から起算して最近１年以内に健康診断（人間ドック等を含む）を受診している場合は、その診

断結果の写しを提出することで代用することができる（一部の項目が一致していなくても可とする）。 



 
岡

山
県

新
規

就
農

研
修

(農
業

体
験

研
修

・
農

業
実

務
研

修
) 

に
係

る
注

意
事

項
確

認
書

 

 

 
新

規
就

農
研

修
を

希
望

さ
れ

る
方

は
、

以
下

の
注

意
事

項
を

必
ず

お
読

み
い

た
だ

き
、

ご
確

認
く

だ
さ

い
。

 

同
意

す
る

場
合

は
確

認
欄

に
チ

ェ
ッ

ク
を

記
入

し
、

署
名

、
捺

印
の

上
、

新
規

就
農

研
修

申
請

書
と

と
も

に
提

出
し

て

く
だ

さ
い

。
 

 

確
認

 
１

 
研
修
の
前
提

 

 
□

 
  

 
新

規
就

農
研

修
は

、
地

域
農

業
の

担
い

手
を

育
成

す
る

た
め

に
新

規
就

農
希

望
者

の
独

立
・

自
営

就
農

を
支

援
す

る
研

修
制

度
で

す
。

 
 

就
農

に
向

け
た

支
援

を
受

け
る

た
め

に
は

、
地

域
農

業
の

新
た

な
担

い
手

と
し

て
地

域
に

認
め

ら
れ

る
こ

と
が

必
要

で
す

。
 

 
□

 
   

 
新

規
就

農
研

修
は

、
研

修
受

入
地

域
の

担
い

手
と

な
る

方
を

支
援

す
る

制
度

で
す

の
で

、
農

業
体

験
研

修
を

実
施

し
た

地
域

で
農

業
実

務
研

修
を

実
施

し
、
同

じ
地

域
で

新
規

就
農

す
る

こ
と

が
前

提
と

な
り

ま
す

。
 

 
就

農
地

ま
た

は
品

目
を

変
更

す
る

場
合

に
は

、
も

う
一

度
新

し
い

産
地

で
農

業
体

験
研

修
か

ら
実

施
す

る
こ

と
が

必
要

に
な

り
ま

す
。

 

 
□

 
 

 
原

則
、

過
去

に
就

農
を

支
援

す
る

た
め

の
研

修
事

業
（

国
の

就
農

準
備

資
金

、
雇

用
就

農
資

金
、

本
県

の
農

業
実

務
研

修
な

ど
。
自

治
体

が
行

う
短

期
の

体
験

研
修

な
ど

は
除

く
）
の

対
象

に
な

っ
た

こ
と

が
あ

る
方

は
、

対
象

外
と

な
り

ま
す

。
 

（
自

身
が

対
象

か
わ

か
ら

な
い

場
合

は
、

事
前

に
問

い
合

わ
せ

て
く

だ
さ

い
）

 

確
認

 
２

 
農
業
体
験
研
修
か
ら
農
業
実
務
研
修
へ
の
移
行
に
つ
い
て

 

 
□

 
   

 
農

業
体

験
研

修
は

、
皆

さ
ん

自
身

が
そ

の
地

域
で

農
業

を
職

業
と

し
て

い
け

る
か

ど
う

か
を

判
断

す
る

た
め

の
研

修
で

あ
る

と
同

時
に

、
受

入
地

域
の

方
々

も
皆

さ
ん

が
地

域
農

業
の

担
い

手
に

な
れ

る
か

ど
う

か
を

見
極

め
る

期
間

で
す

。
 

 
農

業
体

験
研

修
修

了
後

、
農

業
実

務
研

修
へ

は
エ

ス
カ

レ
ー

タ
ー

式
に

進
む

の
で

は
な

く
、
皆

さ
ん

と
地

域
の

合
意

が
で

き
た

場
合

に
の

み
、

進
む

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 

確
認

 
３

 
農
業
実
務
研
修
に
向
け
て
の
手
続

 

 
□

 
   

 
農

業
実

務
研

修
を

実
施

す
る

に
は

、
研

修
前

に
研

修
計

画
の

策
定

が
必

要
と

な
り

ま
す

。
研
修
計
画
は

、
就

農
ま

で
の

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

に
加

え
、
就

農
５

年
目

ま
で

の
営

農
収

支
計

画
を

作
成

す
る

内
容

と
な

っ
て

い
ま

す
。

 
 

研
修

計
画

は
立

て
れ

ば
よ

い
も

の
で

は
な

く
、

農
業

実
務

研
修

の
内

容
や

農
地

の
確

保
等

に
つ

い
て

、
受

入
地

域
と

話
し

合
い

、
実

現
性

の
高

い
計

画
を

作
成

す
る

こ
と

が
重

要
で

す
。

 

確
認

 
４

 
農
業
実
務
研
修
中
の
研
修
費
に
つ
い
て

 

 
□

 
  

 
農

業
実

務
研

修
の

研
修

費
に

つ
い

て
は

、
５

０
歳

未
満

で
独

立
・

自
営

就
農

す
る

者
に

つ
い

て
は

国
の

新
規

就
農

者
育

成
総

合
対

策
事

業
（

就
農

準
備

資
金

）
で

給
付

し
、

そ
れ

以
外

の
方

は
、

県
、

市
町

村
及

び
農

協
な

ど
の

研
修

の
事

業
主

体
が

負
担

し
て

支
給

し
ま

す
。

研
修

生
が

選
択

す
る

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

。
 

 

確
認

 
５

 
農
業
実
務
研
修
中
の
注
意
事
項

 

 

□
 

    

 
皆

さ
ん

は
、

自
ら

が
経

営
主

と
な

り
農

業
を

す
る

こ
と

を
希

望
さ

れ
て

研
修

に
応

募
さ

れ
た

方
々

で
あ

り
、

新
規

就
農

研
修

制
度

も
独

立
・

自
営

就
農

者
を

育
成

す
る

た
め

の
研

修
制

度
と

な
っ

て
い

ま
す

。
 

 
こ

の
た

め
、

研
修

中
も

関
係

者
は

皆
さ

ん
を

経
営

主
と

な
る

者
と

し
て

扱
い

、
手

取
り

足
取

り
全

て
を

教
え

よ
う

と
は

し
ま

せ
ん

。
与

え
ら

れ
た

研
修

を
す

る
だ

け
で

は
な

く
、

自
ら

研
修

を
し

て
い

く
姿

勢
が

大
切

で
す

。
 

 
□

 
  

 
農

業
実

務
研

修
は

、
県

、
市

町
村

、
農

協
な

ど
の

研
修

の
事

業
主

体
や

地
元

農
家

が
研

修
費

の
負

担
や

研
修

に
係

る
調

整
、

事
務

手
続

き
等

を
行

っ
て

い
る

か
ら

こ
そ

で
き

る
と

い
う

こ
と

を
忘

れ
な

い
よ

う
に

し
て

く
だ

さ
い

。
 

□
 

 
研

修
中

は
、

研
修

指
導

者
の

指
示

に
従

っ
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

研
修

日
誌

は
毎

日
記

帳
し

、
定

期
的

に
受

入
農

家
、

研
修

の
事

業
主

体
、

農
業

普
及

指
導

セ
ン

タ
ー

の
確

認
を

受
け

て
く

だ
さ

い
。

 

 
□

 
    

 
研

修
中

に
は

就
農

後
の

準
備

を
す

る
こ

と
も

大
切

で
す

。
農

地
や

施
設

、
機

械
の

確
保

に
は

産
地

が
斡

旋
体

制
を

作
っ

て
い

る
場

合
も

あ
り

ま
す

が
、

産
地

が
で

き
る

の
は

基
本

的
に

は
情

報
提

供
ま

で
と

思
っ

て
く

だ
さ

い
。

研
修

修
了

後
に

持
ち

主
と

話
を

し
て

契
約

を
す

る
の

は
皆

さ
ん

で
す

の
で

、
経

営
主

と
な

る
自

覚
を

持
ち

、
積

極
的

に
活

動
し

て
く

だ
さ

い
。

 
 

研
修

生
だ

か
ら

周
り

が
全

て
段

取
り

を
し

て
く

れ
る

と
い

う
感

覚
で

は
う

ま
く

い
く

こ
と

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

確
認

 
６

 
就
農
準
備
資
金
事
業
及
び
経
営
開
始
資
金
事
業
に
つ
い
て
の
注
意
事
項

 

□
 

 
就

農
準

備
資

金
事

業
を

研
修

費
と

し
て

受
給

す
る

場
合

は
、

世
帯

全
体

の
所

得
を

証
明

す
る

書
類

の
提

出
が

必
要

で
す

。
 

（
世

帯
全

体
の

所
得

が
6
0
0
万

円
を

超
え

る
場

合
は

、
原

則
、

就
農

準
備

資
金

事
業

の
対

象
に

は
な

り
ま

せ
ん

）
 

 
□

 
     

 
次

の
場

合
は

、
就

農
準

備
資

金
事

業
の

研
修

費
を

全
額

返
還

す
る

こ
と

と
な

り
ま

す
。

 
 

①
適

切
な

研
修

を
行

っ
て

い
な

い
場

合
又

は
虚

偽
の

申
請

を
行

っ
た

場
合

 
 

②
研

修
修

了
後

１
年

以
内

に
独

立
・

自
営

就
農

又
は

雇
用

就
農

で
き

な
か

っ
た

場
合

 
 

③
受

給
期

間
の

1
.
5
倍

若
し

く
は

2
年

間
の

い
ず

れ
か

長
い

期
間

、
独

立
・

自
営

就
農

を
継

続
し

な
い

場
合

 
 

④
就

農
後

５
年

以
内

に
青

年
等

就
農

計
画

な
ど

の
認

定
を

受
け

な
か

っ
た

場
合

 
 

⑤
就

農
後

、
受

給
期

間
の

1
.
5
倍

又
は

２
年

間
の

い
ず

れ
か

長
い

期
間

以
内

に
、
就

農
状

況
報

告
等

の
報

告
を

定
め

ら
れ

た
期

間
内

に
行

わ
な

か
っ

た
場

合
。

 

 
□

 
 

 
就

農
後

の
経

営
開

始
資

金
事

業
の

受
給

を
希

望
す

る
場

合
は

、
地

域
計

画
（

農
業

経
営

基
盤

強
化

促
進

法
第

1
9
条

１
項

に
規

定
さ

れ
る

も
の

）
の

う
ち

目
標

地
図

に
位

置
付

け
ら

れ
る

こ
と

、
も

し
く

は
位

置
付

け
ら

れ
る

こ
と

が
確

実
に

見
込

ま
れ

る
こ

と
、

あ
る

い
は

農
地

中
間

管
理

機
構

か
ら

農
地

を
借

り
受

け
て

い
る

こ
と

、
及

び
青

年
等

就
農

計
画

が
認

定
さ

れ
る

こ
と

等
の

要
件

を
満

た
す

必
要

が
あ

り
ま

す
。

 

□
 

 
就

農
準

備
資

金
事

業
及

び
経

営
開

始
資

金
事

業
に

つ
い

て
は

国
の

制
度

で
あ

る
た

め
、

条
件

等
が

変
更

と
な

る
こ

と
が

あ
り

ま
す

。
 

確
認

 
７

 
就
農
後
の
経
営
状
況
調
査
に
つ
い
て

 

□
 

 
研

修
の

実
績

確
認

や
今

後
の

新
規

就
農

関
連

事
業

の
円

滑
な

推
進

を
図

る
た

め
、

経
営

状
況

等
に

つ
い

て
、

就
農

後
５

年
目

ま
で

、
報

告
を

求
め

る
こ

と
が

あ
り

ま
す

。
 

 上
記

の
「

岡
山

県
新

規
就

農
研

修
（

農
業

体
験

研
修

・
農

業
実

務
研

修
）

に
係

る
注

意
事

項
」

の
内

容
に

つ
い

て
、

確
認

し
、

同
意

し
ま

す
。
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（

印
）

 

 

 （
別

紙
２

－
２

）
 

 

重
 

要
 


